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⑴
　
第
一
部
会
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�「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
に
お
け
る
適
合
性
原
則
そ
の
他
の
法
的
規
律
に
よ
る
投
資
者
保
護
・
救
済
に
つ
い
て�

─
ア
メ
リ
カ
法
か
ら
の
示
唆
」

明
治
学
院
大
学
准
教
授
　
　
倉
　
重
　
八
千
代

　

近
年
、
我
が
国
で
は
、
Ｉ
Ｔ
化
と
高
齢
化
の
進
展
、
高
齢
投
資
家
を
は
じ
め
と
す
る
個
人
投
資
家
の
金
融
市
場
へ
の
参
入
等
を
背
景
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
し
た
金

融
商
品
取
引
に
お
け
る
適
合
性
原
則
・
説
明
義
務
等
を
巡
る
訴
訟
が
増
加
し
、
そ
の
議
論
の
重
要
性
・
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
報
告
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
に

お
い
て
特
に
重
要
な
論
点
、
つ
ま
り
、
①
適
合
性
原
則
（
金
融
商
品
取
引
法
四
十
条
一
号
）
の
適
用
の
前
提
と
な
る
「
勧
誘
」
概
念
を
い
か
に
解
釈
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
②
勧

誘
に
よ
ら
ず
に
自
ら
取
引
を
行
う
顧
客
が
自
己
の
損
失
を
拡
大
さ
せ
た
場
合
、
業
者
は
何
等
か
の
責
任
を
負
う
こ
と
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
適
合
性
原
則
（suitability rule

）
を

今
日
ま
で
発
展
さ
せ
、
投
資
者
保
護
と
市
場
の
健
全
性
の
維
持
を
図
っ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
法
を
対
象
と
し
検
討
を
行
う
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
九
五
年
に
オ
ン
ラ
イ
ン
取
引
が
開
始
さ
れ
、
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
よ
る
格
安
の
限
定
的
な
サ
ー
ビ
ス
が
展
開
さ
れ
た
が
、
現
在
で
は
、
投

資
顧
問
業
者
を
は
じ
め
、
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
（FinTech
）
に
お
け
る
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
を
駆
使
し
た
ロ
ボ
ッ
ト
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（
Ｒ
Ａ
）
に
よ
る
、
個
人
投
資
家
を
対
象
と
し
た

投
資
助
言
サ
ー
ビ
ス
が
急
速
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
上
記
①
に
つ
き
、
広
告
・
説
明
・
助
言
等
と
の
関
係
か
ら
、
勧
誘
該
当
性
の
峻
別
の
困
難
が
生
じ
や
す
い
行
為
、
例
え
ば
、

Facebook

・Tw
itter

・B
log

等
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
サ
イ
ト
に
お
け
る
情
報
発
信
、E

-m
ail

・
ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
画
面
等
で
の
電
子
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
広
告
、
Ｒ
Ａ
等
の
投
資
助
言
等
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
い
か
に
推
奨
概
念
を
柔
軟
に
解
釈
し
、
適
合
性
原
則
の
適
用
の
有
無
を
判
断
す
る
の
か
、
学
説
、
Ｓ
Ｒ
Ｏ
（
自
主

規
制
機
関
）
の
規
則
・
解
釈
指
針
等
の
検
討
を
行
う
。
上
記
②
に
つ
き
、
い
わ
ゆ
る
投
資
者
の
経
済
的
自
殺
か
ら
、
高
齢
投
資
家
保
護
、
Ｒ
Ａ
の
法
的
責
任
へ
と
問
題
が
変
容
し

複
雑
化
す
る
中
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
い
か
に
業
者
の
責
任
を
民
事
効
に
接
続
し
、
投
資
者
保
護
・
救
済
を
図
っ
て
き
た
の
か
、
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
取
引
に
お
け
る
ベ
ス
ト
プ
ラ

ク
テ
ィ
ス
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
錯
綜
す
る
学
説
の
見
解
や
仲
裁
判
断
等
を
整
理
し
検
討
を
行
う
。

　

金
融
市
場
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
大
き
く
進
展
し
、
各
国
の
金
融
機
関
が
フ
ィ
デ
ュ
ー
シ
ャ
リ
ー
・
デ
ュ
ー
テ
ィ
ー
（fiduciary duty

）
を
重
要
課
題
と
し
、「
顧
客
の
最
善
の
利

益
」
を
模
索
す
る
中
、
我
が
国
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
に
お
い
て
、
民
法
と
金
融
商
品
取
引
法
等
が
交
差
す
る
上
記
①
②
の
論
点
に
つ
き
、
日
米
の
相
違
を
踏
ま
え
つ
つ
、
得

ら
れ
る
示
唆
を
明
ら
か
に
し
、
今
後
あ
る
べ
き
解
釈
論
の
方
向
性
を
示
し
た
い
。

参
考
文
献

　

拙
稿「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
に
対
す
る
適
合
性
原
則
・
説
明
義
務
と
私
法
上
の
責
任

│
大
阪
高
判
平
成
二
三
年
九
月
八
日
金
法
一
九
三
七
号
一
二
四
頁
を
契
機
に

│
」
明
学
法
学
研
究 

第
九
六
号
一
七
〜
八
九
頁
（
二
〇
一
四
年
）、
拙
稿
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
に
お
け
る
適
合
性
原
則
・
説
明
義
務
と
私
法
上
の
責
任
（
高
齢
者
の
金
融
商
品
取
引
を
中
心
に
）」
明
学
法
律
科
学

研
究
所
年
報
第
三
〇
号
一
四
三
〜
一
七
七
頁
（
二
〇
一
四
年
）、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
の
オ
ン
ラ
イ
ン
取
引
に
お
け
る
適
合
性
原
則
の
推
奨
概
念
の
解
釈
に
つ
い
て
」
明
学
法
学
研
究
第
一
〇
三
号

掲
載
予
定
（
二
〇
一
七
年
）
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イ　

分
業
的
行
為
者
に
お
け
る
悪
意
判
断
の
法
的
構
造

─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
悪
意
の
効
果
帰
属
」
法
理
を
手
が
か
り
に

常
葉
大
学
専
任
講
師
　
　
溝
　
渕
　
将
　
章

　

民
法
に
は
、
あ
る
事
実
に
つ
い
て
の
善
意
悪
意
に
よ
り
、
当
事
者
の
法
律
関
係
が
影
響
さ
れ
る
例
が
多
く
あ
る
。
他
方
で
、
取
引
で
は
、
当
事
者
が
、
代
理
人
等
の
補
助
者
を

通
じ
て
行
為
す
る
こ
と
が
頻
繁
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
分
業
的
行
為
の
場
面
で
は
本
人
側
の
善
意
悪
意
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
く
に
、
当
該
事
実
に
つ
い

て
本
人
は
善
意
で
あ
っ
た
が
、
補
助
者
が
悪
意
で
あ
っ
た
場
合
に
、
本
人
を
悪
意
の
契
約
当
事
者
と
扱
う
べ
き
か
が
、
問
題
と
な
る
。
代
理
人
を
本
人
の
悪
意
判
断
の
基
準
と
す

る
民
法
一
〇
一
条
一
項
は
、
こ
の
問
題
に
一
定
の
答
え
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
問
題
は
十
分
に
解
決
さ
れ
な
い
。
現
代
で
は
、
分
業
活
動
の
あ
り
方
が
多
様
化
し
、
代

理
人
以
外
の
補
助
者
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
つ
ぎ
の
場
面
を
想
定
し
て
み
よ
う
。
Ａ
社
が
、
こ
れ
ま
で
事
業
に
用
い
て
き
た
所
有
物
を
瑕
疵
担
保
責
任
免
責
特

約
付
き
で
売
却
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
物
に
隠
れ
た
瑕
疵
が
あ
っ
た
。
売
買
契
約
を
交
渉
・
締
結
し
た
担
当
者
Ｂ
は
瑕
疵
に
つ
い
て
善
意
（
無
過
失
）
で
あ
っ
た
が
、
契
約
を
担
当

し
な
か
っ
た
別
部
門
の
補
助
（
被
用
）
者
Ｃ
が
、
こ
の
瑕
疵
を
知
っ
て
い
た
。

　

こ
の
場
面
で
、
Ａ
は
、
悪
意
の
売
主
と
し
て
免
責
特
約
の
効
力
を
否
定
さ
れ
る
（
五
七
二
条
）
で
あ
ろ
う
か
。
一
〇
一
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
契
約
を
担
当
し
た
Ｂ
の
善
意
（
無

過
失
）
に
よ
り
、
Ａ
は
善
意
（
無
過
失
）
の
売
主
と
扱
わ
れ
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
契
約
に
関
与
し
て
い
な
い
Ｃ
は
、
代
理
人
や
こ
れ
に
類
似
の
補
助
者
に
は
あ
た
ら

な
い
の
で
、
同
項
を
Ｃ
に
適
用
ま
た
は
類
推
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
Ｃ
が
代
理
人
で
は
な
い
と
の
一
事
を
も
っ
て
そ
の
悪
意
を
考
慮
し
な
い
こ
と
が
、
常
に
妥
当
な

結
論
を
導
く
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
当
該
契
約
を
直
接
担
当
さ
せ
て
い
な
い
に
せ
よ
、
自
ら
使
用
し
て
い
る
Ｃ
が
悪
意
で
あ
れ
ば
、
Ａ
は
、
悪
意
の
売
主
と
し
て
の
法
的
扱
い

を
甘
受
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
同
様
の
こ
と
は
、
本
人
が
複
数
の
補
助
者
を
組
織
内
に
擁
す
る
多
様
な
場
面
で
、
等
し
く
問
題
に
な
り
う
る
。
そ
こ
で
、
本
報
告
は
、
代
理
人
以

外
の
補
助
者
が
悪
意
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
本
人
を
悪
意
の
契
約
当
事
者
と
扱
え
な
い
の
か
、
ま
た
、
こ
の
こ
と
を
正
当
化
す
る
実
質
的
根
拠
・
要
件
は
何
か
を
、
検
討
す
る
。

　

こ
の
検
討
に
あ
た
り
本
報
告
は
、
比
較
の
対
象
と
し
て
ド
イ
ツ
法
に
注
目
す
る
。
ド
イ
ツ
法
で
は
、
一
〇
一
条
一
項
に
相
当
す
る
ド
イ
ツ
民
法
一
六
六
条
一
項
に
お
い
て
、
代

理
人
が
本
人
の
悪
意
判
断
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
法
と
類
似
の
条
文
を
も
ち
つ
つ
も
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
は
、
代
理
人
以
外
の
補
助
者
の
悪
意
に
基
づ

き
本
人
を
悪
意
の
契
約
当
事
者
と
す
る
こ
と
、
と
く
に
前
記
事
例
と
類
似
の
場
面
で
本
人
を
悪
意
の
売
主
と
す
る
こ
と
を
、
肯
定
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
法
で
は
、
こ
の
よ
う
に
明

文
を
こ
え
て
本
人
を
悪
意
者
と
す
る
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
ド
イ
ツ
法
の
議
論
は
、
日
本
法
で
同
様
の
問
題
を
考
察
す
る
際
に
も
、

有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

参
考
文
献

　

拙
稿
「
法
人
に
お
け
る
分
業
的
組
織
構
造
と
『
悪
意
の
効
果
帰
属
』（
一
）（
二
・
完
）」
常
葉
法
学
三
巻
一
号
一
六
三
〜
二
三
〇
頁
（
二
〇
一
六
年
）、
同
四
巻
一
号
八
五
〜
一
七
九
頁
（
二
〇

一
七
年
）
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財
産
管
理
制
度
と
権
限
（pouvoir

）

─
他
人
の
財
産
の
管
理
を
特
徴
づ
け
る
諸
規
律
に
つ
い
て金沢

大
学
准
教
授
　
　
髙
　
　
　
秀
　
成

　

財
産
管
理
制
度
の
包
括
的
検
討
の
試
み
は
、
於
保
不
二
雄
博
士
の
『
財
産
管
理
権
論
序
説
』（
有
信
堂
、
一
九
五
四
年
）
に
よ
っ
て
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
た
。
於
保
博
士
の
研
究
の

眼
目
は
、「
自
己
の
財
産
の
管
理
」
と
「
他
人
の
財
産
の
管
理
」
に
共
通
す
る
「
財
産
管
理
権
」
の
観
念
を
確
立
す
る
こ
と
で
、
私
法
秩
序
の
法
技
術
的
構
造
を
解
明
し
、
体
系
化

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
於
保
博
士
の
財
産
管
理
に
関
す
る
研
究
は
、
代
理
、
信
託
、
授
権
な
ど
の
「
他
人
の
財
産
の
管
理
」
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
か
た
ち
で
引
き
継
が
れ
て
い
っ

た
。

　

現
在
、「
財
産
管
理
制
度
」
と
い
う
用
語
は
多
く
の
場
合
、「
他
人
の
財
産
の
管
理
」
の
た
め
の
制
度
を
指
称
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
他
人
の
財
産
の
管
理
」
に

あ
た
り
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
共
通
の
規
律
が
存
す
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
他
面
に
お
い
て
、「
財
産
管
理
制
度
（
＝
他
人
の
財
産
の
管
理
の
た
め
の
制
度
）」
の
本
質
的
要

素
に
つ
い
て
の
考
究
は
等
閑
に
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
輪
郭
は
な
お
不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
る
。

　

ケ
ベ
ッ
ク
民
法
典
は
、
財
産
編
に
「
他
人
の
財
産
の
管
理
」
に
関
す
る
総
則
的
規
定
を
設
け
る
稀
有
な
立
法
例
で
あ
る
。
ケ
ベ
ッ
ク
州
に
お
け
る
有
力
見
解
は
、「
他
人
の
財
産

の
管
理
」
の
基
礎
に
は
、
目
的
的
拘
束
を
伴
っ
た
「
権
限
（pouvoir

）」
が
存
し
、
管
理
人
の
権
限
に
課
せ
ら
れ
る
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
、
報
告
義
務
な
ど
の
諸
義
務
は

目
的
的
拘
束
の
顕
現
で
あ
る
と
説
く
。「
権
限
（pouvoir
）」
の
概
念
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
変
遷
が
見
ら
れ
る
が
、
現
在
で
は
「
他
人
を
一
方
的
に
拘
束
す
る
法
律
行
為
の
発
出

に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
自
ら
の
利
益
と
は
区
別
さ
れ
た
利
益
を
表
明
す
る
こ
と
を
そ
の
保
持
者
に
可
能
に
す
る
特
権
」
と
い
う
定
義
が
主
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、

「
自
ら
の
固
有
の
利
益
の
た
め
に
そ
の
保
持
者
に
認
め
ら
れ
る
特
権
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
主
観
的
権
利
（droit subjectif

）」
と
対
置
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
権
限
（pouvoir

）」

は
、
い
か
な
る
「
利
益
」
を
図
る
こ
と
を
「
目
的
」
と
す
べ
き
か
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
共
通
し
て
権
限
濫
用
（détournem

ent de pouvoir

）
法
理
に
服
す
る
と
さ
れ
る
。

　

本
報
告
で
は
、「
権
限
（pouvoir

）」
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
の
基
礎
理
論
の
議
論
、
そ
し
て
ケ
ベ
ッ
ク
民
法
典
の
「
他
人
の
財
産
の
管
理
」
の
制
度
理
解
を
め
ぐ
る
議
論
を
切
り

口
と
し
て
、「
利
益
–
目
的
」
と
い
う
契
機
が
、
我
が
国
の
財
産
管
理
制
度
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
財
産
管
理
人
に
課
せ
ら
れ
る
諸
規
律

│
と
り
わ
け
権
限
濫

用
法
理

│
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
を
検
討
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
あ
る
制
度
を
財
産
管
理
制
度
た
ら
し
め
る
本
質
的
要
素
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

参
考
文
献

　

拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
権
限
（pouvoir

）
と
財
産
管
理
制
度
」
慶
應
法
学
二
三
号
八
五
頁
（
二
〇
一
二
年
）、
拙
稿
「
財
産
管
理
と
権
利
論
」
吉
田
克
己
＝
片
山
直
也
編
『
財
の
多
様

化
と
民
法
学
』
五
二
〇
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
四
年
）、
拙
稿
「
ケ
ベ
ッ
ク
民
法
典
に
お
け
る
『
他
人
の
財
産
の
管
理
』
制
度
の
法
典
化
の
意
義
に
つ
い
て
」
金
沢
法
学
五
九
巻
二
号
一
一
七

頁
（
二
〇
一
七
年
）
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イ　

不
法
行
為
法
に
お
け
る
危
険
責
任
の
意
義
に
関
す
る
一
考
察

─
「
特
別
な
危
険
」
概
念
の
検
討
を
中
心
と
し
て

愛
知
学
院
大
学
准
教
授
　
　
前
　
田
　
太
　
朗

　

日
本
法
に
お
い
て
は
無
過
失
責
任
の
不
法
行
為
法
上
の
意
義
に
関
し
、
学
説
上
様
々
な
理
解
が
示
さ
れ
、
近
時
で
は
、
無
過
失
責
任
を
危
険
責
任
の
観
点
か
ら
再
構
成
す
る
ア

プ
ロ
ー
チ
が
有
力
に
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
危
険
責
任
に
対
し
、
自
動
車
や
有
害
物
質
を
扱
う
工
場
等
の
危
険
源
に
よ
り
損
害
が
実
現
し
た
と
き
、
そ
れ
が
「
特

別
な
危
険
」
に
該
当
す
る
な
ら
ば
、
当
該
危
険
源
の
保
有
者
に
そ
の
損
害
を
帰
責
す
る
こ
と
と
定
義
付
け
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
左
記
の
と
お
り
危
険
責
任
を
定
義
付
け
る

こ
と
で
、
危
険
責
任
の
内
実
の
明
確
化
・
具
体
化
を
目
指
し
、
こ
の
中
で
「
特
別
な
危
険
」
を
判
断
根
拠
に
据
え
て
、
危
険
責
任
を
過
失
責
任
と
並
ぶ
責
任
原
理
へ
と
引
上
げ
る

こ
と
で
、
危
険
責
任
に
不
法
行
為
法
上
明
確
な
意
義
を
与
え
る
。

　

し
か
し
、「
特
別
な
危
険
」
に
は
、
次
の
検
討
課
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
危
険
責
任
に
は
、
例
え
ば
自
動
車
か
ら
原
子
力
発
電
所
と
い
う
多
様
な
性
質
、
損
害
の
発
生
の
頻

度
及
び
発
生
し
う
る
損
害
額
の
大
き
さ
の
相
違
等
様
々
な
危
険
源
が
服
し
う
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
危
険
源
を
「
特
別
な
危
険
」
と
い
う
一
つ
の
概
念
で
包
摂
す

る
こ
と
の
可
否
及
び
必
要
性
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
正
当
化
す
る
法
理
論
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
②　

①
が
肯
定
さ
れ
る
と
し
て
、
多
様
な
危
険
源
の
危
険
性

を
判
断
す
る
た
め
に
、
判
断
基
準
の
定
立
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
③
危
険
責
任
に
よ
る
実
践
的
な
解
決
を
想
起
す
れ
ば
、
裁
判
官
に
よ
る
危
険
性
の
判
断
が
必
要
と
な
る
た
め
、

定
立
さ
れ
る
判
断
基
準
の
適
用
プ
ロ
セ
ス
の
明
確
化
も
重
要
で
あ
る
。
危
険
責
任
の
判
断
根
拠
に
「
特
別
な
危
険
」
が
据
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
機
能
性
・
実
践
性
及
び
こ
れ

を
支
え
る
法
理
論
に
応
じ
て
、
危
険
責
任
の
射
程
も
変
わ
り
う
る
か
ら
、
危
険
責
任
の
不
法
行
為
法
上
の
意
義
の
明
確
化
に
と
っ
て
、「
特
別
な
危
険
」
の
上
記
検
討
課
題
の
考
究

は
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

上
記
検
討
課
題
に
対
し
、
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
の
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
で
は
、
一
方
で
、
裁
判
実
務
に
よ
り
、「
特
別
な
危
険
」
を
危
険
責
任
の

判
断
根
拠
と
し
て
今
日
ま
で
実
践
的
な
展
開
が
な
さ
れ
、
他
方
で
、
学
説
に
よ
り
上
記
の
法
実
践
を
支
え
る
理
論
的
な
展
開
が
み
ら
れ
る
。
本
報
告
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
に
お

け
る
危
険
責
任
の
実
践
的
・
理
論
的
営
為
の
分
析
を
通
じ
、「
特
別
な
危
険
」
の
機
能
性
・
実
践
性
及
び
そ
れ
を
支
え
る
法
理
論
を
明
ら
か
に
し
、
日
本
法
に
お
け
る
危
険
責
任
の

不
法
行
為
法
上
の
意
義
の
明
確
化
を
お
こ
な
い
た
い
。

参
考
文
献

　

前
田
太
朗
「
不
法
行
為
法
に
お
け
る
責
任
原
理
の
多
元
性
の
意
義
と
そ
の
関
係
性
（
一
）
〜
（
八
・
未
完
）

│
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
に
お
け
る
責
任
原
理
論
の
展
開
を
参
考
に
し
て

│
」
愛

学
五
五
巻
一
・
二
号
二
六
一
〜
四
二
九
頁
、
同
三
・
四
号
一
一
一
〜
二
〇
五
頁
、
同
五
六
巻
一
・
二
号
一
五
五
〜
二
〇
二
頁
、
同
三
・
四
号
一
〇
一
〜
一
三
二
頁
、
同
五
七
巻
一
・
二
号
六
九
〜

一
〇
八
頁
、
愛
学
宗
研
五
五
号
六
七
〜
一
五
〇
頁
、
同
五
六
号
三
五
〜
一
九
〇
、
一
九
二
〜
二
〇
六
頁
、
同
五
七
号
八
一
〜
一
七
〇
頁
（
二
〇
一
四
年
〜
二
〇
一
七
年
）
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⑶
　
第
三
部
会

ア　

上
場
会
社
株
式
買
付
制
度
研
究

─
日
英
中
の
法
制
度
比
較

名
古
屋
商
科
大
学
准
教
授
　
　
陳
　
　
　
　
　
宇

　

本
報
告
は
、
少
数
株
主
保
護
の
観
点
か
ら
、
日
英
中
の
株
式
買
付
制
度
の
比
較
研
究
を
目
的
と
し
、
比
較
法
的
考
察
か
ら
得
ら
れ
た
示
唆
に
基
づ
き
、
日
本
お
よ
び
中
国
の
課

題
に
つ
い
て
立
法
論
的
な
提
言
を
試
み
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
強
制
公
開
買
付
制
度
は
少
数
株
主
の
保
護
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
本
報
告
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
直
接
的
な
示
唆
を
得
ら
れ
る
と

考
え
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
あ
る
会
社
の
三
〇
％
以
上
の
議
決
権
を
取
得
し
た
場
合
（
市
場
内
買
付
や
新
株
発
行
の
割
当
て
を
受
け
る
場
合
を
含
む
）、
す
べ
て
の
株
主
に

対
し
て
公
開
買
付
の
オ
フ
ァ
ー
を
行
い
、
応
募
が
あ
っ
た
す
べ
て
の
株
式
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
支
配
権
が
移
転
す
る
時
に
、
少
数
株
主
に
会
社
か
ら
退
出
す
る

機
会
を
保
障
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
。

　

日
本
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
を
参
考
に
し
た
強
制
公
開
買
付
制
度
を
導
入
し
て
い
る
が
、
市
場
内
買
付
に
よ
る
支
配
株
式
の
取
得
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本

に
お
い
て
も
、
少
数
株
主
保
護
の
観
点
か
ら
、
市
場
内
買
付
に
よ
る
支
配
株
式
の
取
得
を
禁
止
す
べ
き
と
の
立
法
論
を
提
唱
し
た
い
。

　

中
国
で
は
、
従
来
、
国
有
株
の
非
流
通
構
造
が
存
在
し
て
い
た
が
、
二
〇
〇
五
年
に
始
ま
っ
た
非
流
通
株
改
革
の
終
了
に
伴
い
、
株
式
市
場
は
よ
う
や
く
、
す
べ
て
の
株
式
が

流
通
可
能
な
市
場
と
な
っ
た
。
非
流
通
株
改
革
が
実
施
さ
れ
る
以
前
、
政
府
主
導
の
場
合
を
除
き
、
国
有
上
場
会
社
の
支
配
権
に
異
動
が
生
じ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、

非
流
通
株
改
革
の
終
了
に
伴
い
、
一
部
の
国
有
上
場
会
社
の
支
配
権
に
異
動
が
生
じ
う
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
民
営
上
場
企
業
の
増
加
に
つ
れ
、
上
場
会
社
Ｍ
＆
Ａ
活
動
に

非
公
有
制
経
済
主
体
も
非
常
に
多
く
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
、
買
収
活
動
に
お
け
る
対
象
会
社
の
少
数
株
主
の
保
護
を
強
化
す
る
方
向
で
立
法
論
を
唱
え
た

い
。

参
考
文
献

　

拙
稿
「
中
国
に
お
け
る
上
場
会
社
Ｍ
＆
Ａ
法
制

│
株
式
譲
渡
の
方
法
を
中
心
に
」
法
学
政
治
学
論
究
七
七
号
一
九
五
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
同
「
中
国
に
お
け
る
上
場
会
社
株
式
買
付
制
度

に
関
す
る
立
法
論
的
考
察
」
法
学
政
治
学
論
究
八
六
号
一
六
五
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
同
「
市
場
取
引
と
公
開
買
付
規
制
」
名
古
屋
商
科
大
学
論
集
五
九
巻
二
号
一
八
三
頁
（
二
〇
一
五
年
）、
同

「
急
速
な
買
付
規
制
の
適
用
対
象
と
問
題
点
」
法
学
研
究
八
九
巻
一
号
三
〇
九
頁
（
二
〇
一
六
年
）



Ⅱ　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
資
料
（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
七
日
）

資　

料



─ 8 ─

Ａ　

改
正
民
法
に
お
け
る
「
定
型
約
款
」
の
諸
問
題

司
会
者
　
　
　
　
　
慶
應
義
塾
大
学
教
授
　
　
鹿
　
野
　
菜
穂
子

報
告
者
　
　
　
　
　
　
　
東
京
大
学
教
授
　
　
河
　
上
　
正
　
二

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
東
京
大
学
名
誉
教
授
　
　
広
　
瀬
　
久
　
和

　

民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
よ
り
、
新
た
に
「
定
型
約
款
」
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

　

こ
の
「
定
型
約
款
」
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
民
法
の
基
本
理
念
で
あ
る
私
的
自
治
や
自
己
決
定
の
尊
重
に
対
す
る
要
請
さ
ら
に
は
契
約
法
の
基
本
原
理
と
も
抵
触
す
る

可
能
性
が
高
く
、
残
念
な
が
ら
、
必
ず
し
も
消
費
者
保
護
の
理
念
に
そ
う
も
の
と
も
言
え
な
い
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
改
正
法
と
は
逆
に
、
①
約
款
内
容
の
事
前
開
示
と
相
手
方

顧
客
の
同
意
の
要
件
を
原
則
化
し
て
徹
底
す
る
こ
と
、
②
み
な
し
規
定
を
推
定
規
定
に
改
め
る
こ
と
、
③
少
な
く
と
も
約
款
変
更
に
伴
う
相
手
方
の
契
約
か
ら
の
撤
退
権
・
解
約

権
を
認
め
る
こ
と
が
、
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仮
に
、
そ
れ
が
困
難
と
な
れ
ば
、
改
正
法
の
解
釈
を
通
じ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
定
型
約
款
」
の
概
念
を
で
き
る

だ
け
限
定
し
、
そ
の
適
用
の
射
程
を
限
り
、
そ
の
余
を
従
来
の
約
款
論
（
通
常
約
款
）
に
基
づ
く
規
律
に
大
幅
に
委
ね
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
消
費

者
契
約
法
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
手
当
も
必
要
に
な
ろ
う
。

　

第
一
の
論
点
は
、
組
み
入
れ
要
件
に
あ
る
。
改
正
民
法
五
四
八
条
の
二
に
よ
れ
ば
、「
定
型
取
引
合
意
」
を
し
た
者
は
、
ⅰ
「
定
型
約
款
を
契
約
内
容
と
す
る
旨
の
合
意
を
し
た

と
き
」、
も
し
く
は
、
ⅱ
「
定
型
約
款
を
準
備
し
た
者
（
定
型
約
款
準
備
者
）
が
あ
ら
か
じ
め
そ
の
定
型
約
款
を
契
約
の
内
容
と
す
る
旨
を
相
手
方
に
表
示
し
て
い
た
と
き
」
は
、

「
個
別
の
条
項
に
つ
い
て
も
合
意
を
し
た
も
の
と
み
な
」
さ
れ
る
（
同
条
第
一
項
）。
特
に
、
大
き
な
問
題
は
、
こ
の
「
表
示
型
」
の
組
み
入
れ
要
件
に
あ
る
。
内
容
規
制
に
関
す

る
留
保
が
あ
る
に
し
て
も
、
果
た
し
て
こ
れ
で
、
契
約
的
所
産
と
し
て
の
定
型
約
款
が
拘
束
力
を
獲
得
で
き
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
か
。

　

第
二
の
論
点
は
、
定
型
約
款
の
変
更
に
関
す
る
。
改
正
民
法
五
四
八
条
の
四
に
よ
れ
ば
、
事
前
に
変
更
に
関
す
る
適
当
な
周
知
を
し
て
お
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
変
更
が
、
①

「
相
手
方
の
一
般
の
利
益
に
適
合
す
る
と
き
」
ま
た
は
②
「
契
約
を
し
た
目
的
に
反
せ
ず
、
か
つ
、
変
更
の
必
要
性
、
変
更
後
の
内
容
の
相
当
性
」、
③
「
変
更
を
す
る
こ
と
が
あ

る
旨
の
定
め
の
有
無
」
及
び
、
④
「
変
更
に
係
る
事
情
に
照
ら
し
て
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
き
は
、「
契
約
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
」、
変
更
後
の
定
型
約
款
の
条

項
に
つ
い
て
「
合
意
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
」
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
定
型
約
款
」
に
は
、「
中
心
的
条
項
・
付
随
的
条
項
」
の
区
別
は
な
い
と
さ
れ
て
お
り
（「
補
充
」
と
い
う

要
件
が
削
除
さ
れ
た
）、
相
手
方
消
費
者
は
、
そ
の
変
更
内
容
の
合
理
性
が
事
業
者
に
主
張
さ
れ
れ
ば
、
変
更
後
の
契
約
条
件
や
給
付
内
容
に
拘
束
さ
れ
、
変
更
後
の
契
約
関
係
か

ら
離
脱
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
的
に
給
付
内
容
や
契
約
条
件
を
変
更
さ
れ
た
と
き
に
、「
そ
れ
な
ら
嫌
だ
か
ら
契
約
か
ら
離
脱
し
た
い
」
と
消
費

者
が
言
え
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

参
考
文
献

　

河
上
正
二
「
約
款
に
よ
る
取
引
」
法
律
時
報
八
六
巻
一
二
号
九
六
頁
（
二
〇
一
四
年
）、
同
「
約
款
に
よ
る
契
約
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
三
九
号
七
五
頁
（
二
〇
一
六
年
）、
同
「
民
法
改
正
法
案

の
『
定
型
約
款
』
規
定
を
考
え
る
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
四
九
号
六
六
頁
（
二
〇
一
七
年
）、
同
「
民
法
改
正
法
案
の
『
定
型
約
款
』
規
定
と
消
費
者
保
護
」
法
学
教
室
四
四
一
号
三
〇
頁
（
二
〇

一
七
年
）。
な
お
、
河
上
正
二
責
任
編
集
・
消
費
者
法
研
究
第
三
号
（
信
山
社
、
二
〇
一
七
年
）
所
収
の
諸
論
文
も
ご
参
照
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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契
約
責
任
法
の
新
た
な
展
開

─
瑕
疵
担
保
責
任
か
ら
契
約
不
適
合
責
任
へ

司
会
者
　
　
　
　
京
都
大
学
教
授
　
　
山
　
本
　
敬
　
三

報
告
者
　
　
　
　
立
教
大
学
教
授
　
　
野
　
澤
　
正
　
充

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
東
京
大
学
教
授
　
　
森
　
田
　
　
　
修

京
都
大
学
教
授
　
　
潮
　
見
　
佳
　
男

　

民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
（
以
下
、「
債
権
法
改
正
」
と
い
う
。）
に
よ
る
契
約
責
任
法
の
「
抜
本
改
正
」
は
、
次
の
二
点
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。

　

一
つ
は
、「
契
約
」
を
中
心
と
し
た
、
契
約
自
由
の
貫
徹
な
い
し
私
的
自
治
の
復
権
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
民
法
典
は
、
契
約
・
不
法
行
為
等
の
債
権
発
生
原
因
を
捨
象
し

た
「
債
権
」
を
中
心
に
構
成
さ
れ
、
そ
の
履
行
不
能
や
不
履
行
の
予
見
可
能
性
を
問
題
と
す
る
。
し
か
し
、
債
務
の
内
容
を
定
め
る
の
は
契
約
で
あ
り
、
そ
の
契
約
内
容
か
ら
離

れ
て
、「
不
能
」
や
「
予
見
可
能
性
」
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
債
権
法
改
正
に
お
い
て
は
、「
債
権
」
で
は
な
く
「
契
約
」
を
中
心
に
考
え
、「
契
約
の
自
由
を
貫

徹
」
さ
せ
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
契
約
責
任
法
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
市
場
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
う
契
約
責
任
法
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
あ
り
、
今
日
で
は
、

ユ
ニ
ド
ロ
ワ
国
際
商
事
契
約
原
則
（U

N
ID

R
O

IT
）
や
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
（
国
際
物
品
売
買
契
約
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
）
な
ど
の
実
効
性
の
あ
る
規
律
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
国
内
法
で
あ
る
民
法
に
採
り
入
れ
る
こ
と
が
国
際
的
潮
流
で
あ
り
、
日
本
民
法
典

が
直
面
し
て
い
る
立
法
論
的
課
題
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
う
ち
、
前
者
（
契
約
自
由
の
貫
徹
）
は
、「
何
人
も
不
能
な
債
務
に
拘
束
さ
れ
な
い
」（Im

possibilium
 nulla obligatio est.

）
と
い
う
原
則
の
放
棄
に
表
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
原
則
の
放
棄
は
、
契
約
責
任
法
に
、
次
の
二
点
に
お
い
て
影
響
を
及
ぼ
す
。
一
つ
は
危
険
負
担
の
規
律
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
代
金
減
額
請
求
権
の
法
的
構
成
で
あ
る
。

ま
た
、
後
者
（
グ
ロ
ー
バ
ル
化
）
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
に
一
元
化
し
た
契
約
不
適
合
責
任
の
規
律
に
端
的
に
表
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
債
務
不
履
行
責
任
に
お

け
る
過
失
責
任
主
義
の
放
棄
は
、
両
者
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
新
し
い
契
約
責
任
法
、
と
り
わ
け
、
契
約
不
適
合
責
任
の
規
律
の
解
釈
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、
従
来
の
瑕
疵
担
保
責
任
法
と
の
異
同

を
踏
ま
え
、
そ
の
連
続
す
る
部
分
と
創
設
的
部
分
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
か
つ
て
の
学
説
の
対
立
を
止
揚
し
つ
つ
、
契
約
責
任
法
の
今
後
の
課
題
を
提
示
す
る
予
定
で

あ
る
。

参
考
文
献

　

野
澤
正
充
『
契
約
法
〔
第
二
版
〕

│
セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ
債
権
法
Ⅰ
』
一
二
四
頁
〜
一
七
〇
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
七
年
）、
同
「
新
し
い
契
約
責
任
法
と
消
費
者
契
約
」
法
学
教
室

四
四
一
号
三
六
頁
〜
四
二
頁
（
二
〇
一
七
年
）、
同
「
売
買

│
瑕
疵
担
保
責
任
か
ら
契
約
不
適
合
責
任
へ
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
三
九
号
三
六
頁
〜
四
〇
頁
（
二
〇
一
六
年
）、
同
「
所
有
権
の
移

転
と
債
権
法

│
現
行
民
法
（
債
権
法
）
の
体
系
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
八
九
号
一
四
頁
〜
一
七
頁
（
二
〇
一
二
年
）。
こ
の
ほ
か
、
同
「
瑕
疵
担
保
責
任
と
危
険
負
担
」
大
塚
直
・
大
村
敦
志
・

野
澤
正
充
編
『
社
会
の
発
展
と
権
利
の
創
造
』
淡
路
剛
久
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
一
五
三
頁
〜
一
九
〇
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
。



─ 10 ─

Ｃ　

会
社
法
の
立
法
過
程
の
分
析

司
会
者
　
　
　
大
阪
大
学
教
授
　
久
　
保
　
大
　
作

報
告
者
　
名
古
屋
大
学
准
教
授
　
松
　
中
　
　
　
学

　

あ
る
内
容
の
会
社
法
改
正
が
実
現
す
る
か
ど
う
か
は
、
ど
の
よ
う
な
要
因
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
時
期
に
よ
っ
て
改
正
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
ど
の
よ
う
に
変

わ
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
報
告
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
ど
の
よ
う
に
答
え
て
い
く
べ
き
か
を
検
討
す
る
。

　

会
社
法
（
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
）
の
改
正
は
、
法
制
審
の
答
申
に
も
と
づ
く
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
法
制
審
の
部
会
に
お
い
て
専
門
的
な
見
地
か
ら
議
論
さ
れ
、
そ
れ

を
忠
実
に
ト
レ
ー
ス
し
た
立
法
が
実
現
す
る
と
い
う
単
純
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
平
成
九
年
に
初
め
て
議
員
立
法
に
よ
る
商
法
改
正
が
実
現
し
て
以

来
、
こ
の
こ
と
は
強
く
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
の
改
正
も
あ
る
種
の
専
門
家
支
配
が
成
立
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
他
方
、
強
力
な
利
益
集
団
は
存
在
す
る
が
、
そ

の
利
害
が
常
に
優
先
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、「
勝
つ
」
こ
と
も
あ
れ
ば
「
負
け
る
」
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
、
近
年
で
は
、
政
治
家
（
与
党
）
が
商
法
改
正
に
積
極
的
に
関
与
す

る
よ
う
に
な
る
一
方
、
関
与
す
る
官
庁
も
多
様
化
し
て
い
る
。

　

会
社
法
の
研
究
者
に
よ
る
議
論
に
お
い
て
は
従
来
に
比
べ
て
立
法
過
程
は
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
未
だ
に
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
分
析
は
十
分
に
な
さ
れ
て

い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
背
景
に
は
、
議
事
録
や
立
法
資
料
の
記
述
、
関
係
者
の
認
識
や
経
験
を
超
え
て
、
個
々
の
ケ
ー
ス
を
一
般
性
の
あ
る
理
論
に
接
続
し
て
い
く
こ
と
の

必
要
性
お
よ
び
そ
れ
を
実
現
す
る
方
法
が
十
分
に
共
有
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

会
社
法
制
を
含
む
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
容
は
欧
米
の
政
治
学
の
分
野
に
お
い
て
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
確
立
し
つ
つ
あ
り
、
日
本
で
も
政
治
学
者
に
よ
る
研
究
が

登
場
し
始
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
立
法
過
程
を
分
析
す
る
際
に
、
政
治
学
の
理
論
を
応
用
す
る
こ
と
が
有
意
義
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
な
試
み
の
一
つ
と
し
て
、
経
営
者
の
裁
量
を
制
約
す
る
立
法
が
実
現
す
る
か
ど
う
か
、
お
よ
び
そ
の
内
容
を
決
め
る
要
因
と
し
て
、
与
党
に
よ
る
会
社
法
制
の
改
正
へ
の

関
わ
り
方
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。

参
考
文
献

　

Pepper D
. C

ulpepper, Q
uiet Politics and B

usiness Pow
er: C

orporate C
ontrol in E

urope and Japan (C
am

bridge U
niversity Press, 2011).

　

松
中
学
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
政
治
過
程
」
宍
戸
善
一
＝
後
藤
元
編
著
『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
提
言
』
四
二
九
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
六
）
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国
際
的
に
み
た
商
法
（
運
送
・
海
商
関
係
）
改
正

司
会
者
　
　
　
　
東
京
大
学
教
授
　
　
藤
　
田
　
友
　
敬

報
告
者
　
ル
ツ
ェ
ル
ン
大
学
教
授
　
　A

ndreas Furrer

岡
山
大
学
教
授
　
　
増
　
田
　
史
　
子

横
浜
国
立
大
学
准
教
授
　
　
笹
　
岡
　
愛
　
美

　

現
在
、
商
法
及
び
国
際
海
上
物
品
運
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
国
会
で
審
議
中
で
あ
る
。
約
一
〇
〇
年
ぶ
り
の
大
改
正
で
あ
る
が
、
運
送
・
海
商
法
の
根
本
改
正
は
、

世
界
的
な
現
象
で
あ
り
、
わ
が
国
と
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
ド
イ
ツ
、
ス
ペ
イ
ン
、
ベ
ル
ギ
ー
等
に
お
い
て
も
、
運
送
法
あ
る
い
は
海
商
法
の
大
規
模
な
改
正
が
行
わ
れ
た
、

あ
る
い
は
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
世
界
的
な
改
正
の
波
を
踏
ま
え
、
海
外
の
法
律
家
の
目
に
日
本
の
商
法
（
運
送
・
海
商
関
係
）
改
正
が

ど
の
よ
う
に
映
る
の
か
と
い
う
関
心
か
ら
、
検
討
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
ス
イ
ス
の
運
送
・
海
商
法
の
研
究
者
で
あ
り
実
務
家
で
も
あ
るA

ndreas Furrer

教
授
か
ら
、
改
正
法
案
の
う
ち
、
特
に
興
味
深
く
思
わ
れ
る
点
（
積
極
的
に
評
価
す

る
か
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
評
価
す
る
か
を
問
わ
ず
）
と
そ
の
理
由
を
提
示
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
に
対
し
て
日
本
の
研
究
者
か
ら
返
答
す
る
。
そ
の
上
で
、
フ
ロ
ア
か
ら
の
参
加
者
を

交
え
討
論
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

　

な
お
報
告
・
質
疑
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
英
語
で
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

参
考
文
献
等

　
「
商
法
（
運
送
・
海
商
関
係
）
等
の
改
正
に
関
す
る
要
綱
」（
法
制
審
議
会
、
平
成
二
八
年
二
月
一
二
日
）

　
「
商
法
及
び
国
際
海
上
物
品
運
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
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改
正
民
法
に
お
け
る
有
価
証
券
に
つ
い
て

司
会
者
　
専
修
大
学
教
授
　
　
坂
　
本
　
武
　
憲

報
告
者
　
専
修
大
学
教
授
　
　
田
　
邊
　
宏
　
康

　

従
来
、
わ
が
国
の
民
法
に
は
「
有
価
証
券
」
と
い
う
用
語
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
改
正
民
法
は
、
第
三
編
債
権
に
「
有
価
証
券
」
と
い
う
節
を
新
設
し
、
債
権
的
な
指
図
証

券
、
記
名
式
所
持
人
払
証
券
、「
指
図
証
券
及
び
記
名
式
所
持
人
払
証
券
以
外
の
記
名
証
券
」
お
よ
び
無
記
名
証
券
に
つ
い
て
一
般
的
な
規
律
を
定
め
た
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
面
で
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
（
電
子
）
化
が
進
行
し
て
い
る
現
代
社
会
に
お
い
て
新
た
に
ペ
ー
パ
ー
ベ
ー
ス
の
有
価
証
券
に
関
す
る
一
般
的
規
律
を
置
く
必
要
性
に
つ
い

て
は
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
が
、
有
価
証
券
は
紙
と
い
う
身
近
な
媒
体
に
よ
り
権
利
の
流
動
性
を
高
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
も
ペ
ー
パ
ー
ベ
ー
ス
の
有
価
証
券
の
需

要
が
完
全
に
消
滅
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
名
実
と
も
に
有
価
証
券
に
関
す
る
一
般
的
規
律
が
わ
が
国
の
私
法
体
系
の
中
に
置
か
れ
た
こ
と
は
、
多
少
な
り
と

も
意
義
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
改
正
民
法
に
お
け
る
「
有
価
証
券
」
の
節
に
つ
い
て
は
、
実
質
的
な
立
法
作
業
が
商
法
学
者
を
中
心
に
行
わ
れ
た
た
め
か
、
民
法
学
界
に
お
い
て
そ
の
内
容
が
本
格

的
に
議
論
さ
れ
た
形
跡
は
見
当
た
ら
な
い
。
他
方
、
そ
の
改
正
の
対
象
が
民
法
で
あ
る
た
め
か
、
商
法
学
界
に
お
い
て
も
そ
の
内
容
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た

い
。

　

右
記
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
、
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
お
い
て
は
、
民
法
研
究
者
と
商
法
研
究
者
の
参
加
を
求
め
、
改
正
民
法
に
お
け
る
有
価
証
券
に
関
す
る
規
定
の
内
容
の

ほ
か
、
有
価
証
券
に
関
す
る
一
般
的
規
律
が
商
法
で
は
な
く
民
法
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
、
有
価
証
券
の
意
義
、
有
価
証
券
発
行
の
自
由
等
に
つ
い
て
議
論
し
た
い
。
な
お
、
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
に
お
い
て
は
、
開
催
時
間
の
半
分
以
上
は
、
報
告
者
お
よ
び
司
会
者
を
含
め
た
参
加
者
の
間
の
自
由
な
議
論
に
当
て
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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